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〔提案理由〕 

　市議会本会議中にスマートフォンでゲームを行っていた赤羽直一議員に対し、

市議会議員を速やかに辞職するよう勧告するものです。 



赤羽直一議員に対する議員辞職勧告決議（案） 

 

 

　赤羽直一議員は、令和８年３月１９日の取手市議会定例会本会議において、

議案の表決という議員にとって最も重要かつ最大限の注意を払わなければなら

ない場面にもかかわらず、私物のスマートフォンでゲームに興じていた。 

　このことは、地方自治法をはじめとする法令に反しているだけでなく、市民

から負託を受けた職責を誠実に果たさなければならない市議会議員としてある

まじき行為であり、市民の負託と信頼を大きく裏切るものである。また、長年

にわたり築き上げられた取手市議会の信頼と名誉を著しく汚す行為でもあり、

その責任は誠に重大である。 

よって、取手市議会は赤羽直一議員に対し、市議会議員を速やかに辞職する

よう勧告する。 

 

　以上、決議する。 

 

　令和８年　　月　　日 
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